
10月から、各法人に法人番号が通知されます
　設立登記法人等に対して、１法人に１つの法人番号（13桁）が指定され、登記上の所在地に通知されます。
　原則としてインターネットで法人等の基本３情報（名称、所在地、法人番号）が公表され、自由に利用ができます。
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（2017年）10月

従業員※の番号取得開始可能制度開始に向けた準備
（社内規程の見直し、システム対応、安全管理措置　等）

申請書・申告書・調書等
順次番号記載開始
（厚生年金・健康保険は、平成29年１月から）

※パートやアルバイトも含まれます

平成28年１月の制度開始後すぐに番号を利用した手続きが必要となる例
や
　等

マイナンバー導入のスケジュール

マイナンバーの利用にあたっての注意点平成28年１月以降、事業者もマイナンバーを取り扱います。

講師、原稿の
執筆者等

報酬等に係る
支払調書の提出

マイナンバーを記載

税務署・区市町村 年金事務所・健康保険組合
ハローワーク

源泉徴収票
給与支払報告書の提出 社会保険関係の手続き

事業者

●報酬等に係る支払調書の作成
●源泉徴収票の作成
●雇用保険被保険者資格取得届の作成
●厚生年金保険被保険者資格取得届の作成
●健康保険被保険者資格取得届の作成

マイナンバー
１２３４・・・・

従業員

報酬等の支払い 給与の支払い
保険料の徴収

　事業者は、従業員等のマイナンバーの取得に当たって、「源泉徴収票に
記載して提出します」等、利用目的を特定して明示する必要があります。

マイナンバーの取得について

◦�事業者は、社会保障・税に関する手続きの書類に、従業員等のマイナ
ンバーを記載して役所に提出する必要があります
◦利用目的以外でマイナンバーを利用・提供することはできません

マイナンバーの利用・提供について

◦�翌年度以降も継続的に雇用契約がある場合、所管法令によって一定期
間の保存が義務付けられている場合等に限り、マイナンバーを保管し
続けることができます
◦�マイナンバーが不要になった場合は、速やかにマイナンバーを掲載し
た書類の廃棄やデータの削除をしなければなりません

マイナンバーの保管・廃棄について

個人番号カードを
持っている場合

身元確認と番号確認が
カード１枚で可能

個人番号カードを持っていない場合

身元確認 番号確認
運転免許証やパスポート
等

+ 通知カードやマイナンバー
が掲載されている住民票

本人確認には「身元確認」と「番号確認」が必要です

　平成28年１月以降、源泉徴収票の作成手続きや健康保
険・厚生年金・雇用保険の手続き等、税や社会保障の手続き
で、従業員等のマイナンバーの記載が必要になります。
　マイナンバーの取り扱いに当たっては、事業者が最低限守

るべき事項を示した「特定個人情報の適正な取扱いに関する
ガイドライン（事業者編）」を踏まえた対応が必要です。ガ
イドラインは、特定個人情報保護委員会ホームページ（１面
下段参照）からダウンロードできます。

◦マイナンバーの収集・保管等の制限
　�　番号法の規定によるものを除き、マイナンバーの収集や保管を禁
止しています。
◦収集する際の本人確認の義務化
　�　なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認
が義務づけられています。
◦特定個人情報保護評価の実施
　�　第三者機関（特定個人情報保護委員会）が、マイナンバーが適切
に管理されているかを監視・監督します。
◦罰則の強化
　�　マイナンバーを含む個人情報を漏えいさせた場合の罰則が強化さ
れています。

◦個人情報の分散管理
　�　個人情報は各行政機関等が分散して管理し、他の機関の個人情報
が必要な場合に、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報
の照会・提供を行います。
◦通信の暗号化
　�　システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗
号化します。
◦マイナポータルによる情報提供等記録の確認
　�　住民票を有する一人ひとりに提供される専用ポータルサイト「マ
イナポータル」を活用し、自宅等のパソコンからマイナンバーを含
む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切
な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することができま
す。
　※�マイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがある場合には、マイナ

ンバーの変更が可能です

▶制度面

▶システム面マイナンバー制度の「安心・安全」の仕組み

事業者におけるマイナンバーの取扱い
（個人事業主を含む）

　マイナンバー取得時の本人確認は厳格に行ってください。本人確認で
は、手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認（身
元確認）と正しい番号であることの確認（番号確認）を行います。
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